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津軽広域水道企業団西北事業部入札参加者心得  

 

（入札参加者の資格）  

第１条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産

者で復権を得ない者は、参加することができない。ただし、特別な理由があると

認められる場合は、この限りでない。  

２ 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について定めた２年以 

 内の期間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用 

 人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。 

（１） 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品 

   質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。  

（２） 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な 

   価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したとき。 

（３） 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと 

   き。  

（４） 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。  

（５） 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。  

（６） この項（この号を除く。）の規定により競争入札に参加できないこととさ 

   れている事実があった後２年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行 

   に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

（建設工事に係る競争入札参加者の要件）  

第２条 建設工事に係る競争入札の参加者は、前条の規定に該当しないもので、か

つ、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による許可を受

けて引き続き１年以上建設業を営んでいなければならない。  

２ 企業長が特に必要と認めるときは、前項に定めるもののほか、別に入札参加者の要 

 件を定めることができる。 

 

（証明書類の提出）  

第３条 第１条第１項及び前条第１項各号に掲げる事項に関しては、当該関係官公

署の証明書その他必要な書類を提出しなければならない。  

 

（入札保証金） 

第４条 入札参加者は、入札前に、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納

付しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限

りでない。  

２ 前項の規定による入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有

価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。 
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（１）政府の保証のある債券 

（２）金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手  

（３）銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合

会の発行する債券（以下「金融債」という。） 

（４）その他企業長が確実と認めた担保 

３ 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところ

による。 

（１） 国債及び地方債  政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ 

   価格ニ関スル件（明治４１年勅令第２８７号）の規定及びその例による金額  

（２） 政府の保証のある債券  額面金額又は登録金額（発行価額が額面金額又 

   は登録金額と異なるときは、発行価額）の８割に相当する金額 

（３） 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額 

（４）その他企業長が確実と認めた担保 別に定める額 

４ 入札保証金（入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。）

は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した

後に還付する。 

５ 落札者は、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。 

６ 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、企業団に帰属する。 

 

（入札保証金の免除申請）  

第５条 入札参加者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

場合においては、入札保証金納付の免除を申請することができる。 

（１） 保険会社との間に企業団を被保険者とする定額てん補条件特約付入札保証 

   保険契約を締結したとき。 

（２） 契約者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。 

（３） 過去２か年の間に国（公団含む。）又は地方公共団体（地方独立行政法人

を含む。）とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって

締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 

２ 前項の申請をしようとするときは、入札保証金免除申請書に入札保証保険証券

又は当該関係官公署の契約履行証明書を添付しなければならない。 

３ 津軽広域水道企業団水道事業会計規程第１１９条の規定により、企業団の建設

業者等指名参加有資格者名簿に登録されている建設業者等が競争入札に参加す

るときは、入札保証金は免除する。 

 

（入札手続）  

第６条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案、現場及び入札参加者心得書等を

熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、これらに疑義がある
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ときは、関係職員の説明を求めることができる。 

２ 入札参加者は、所定の入札書に所定事項を記入し、記名押印のうえ、封書にし

て、所定の日時及び場所において入札しなければならない。 

３ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回することができな

い。  

４ 代理人をもって入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。 

５ 入札参加者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札参加者の代理人 

 となることができない。 

６ 入札者は、契約担当者から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求

められたときは、これに応じなければならない。 

７ 前各項の規定にかかわらず、郵便による入札を行う場合の手続は、別に定める

ところによる。 

 

（入札の辞退）  

第７条 入札に参加する者は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入 

 札を辞退することができる。  

２ 入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約

担当者に提出しなければならない。 

３ 郵便による入札を行う場合における当該入札の辞退は、前項の規定にかかわら 

 ず、当該入札の日の前日までに当該入札を辞退する旨を記載した書類を持参しな 

 ければならない。  

４ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱い

を受けるものではない。  

 

（公正な入札の確保） 

第８条 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはいけない。 

２ 入札に参加する者は、入札に当たっては、競争制限する目的で他の入札に参

加する者と入札する金額又は入札の意思についていかなる相談も行わず、独自

に入札する金額を定めなければならない。 

３ 入札に参加する者は、落札者の決定の前に、他の入札に参加する者に対して入

札する金額を開示してはならない。 

 

（入札の取りやめ等）  

第９条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公

正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加

させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。  
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（無効の入札）  

第１０条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

（１） 入札の参加資格のない者がした入札  

（２） 委任状を持参しない代理人のした入札 

（３） 同一の入札について２以上の入札をした者の入札  

（４)  公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不

正行為によって行われたと認められる入札 

（５)  入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがた

い入札又は金額を訂正した入札  

（６） 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は

入札保証金の納付金額が不足である者のした入札 

（７） その他入札条件に違反した入札 

 

（同価の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定）  

第１１条 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当

該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。この場合において、当該

入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係の

ない企業団の職員にくじを引かせるものとする。  

 

（契約保証金） 

第１２条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の１０分の１以上の契

約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたと

きは、この限りでない。  

２ 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか次に掲げる有価証券等を担 

 保として提供させることによってこれに代えることができる。  

（１） 第４条第２項第１号から３号までに掲げる有価証券等 

（２） 銀行若しくは企業長が確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保 

   証 

（３） その他企業長が確実と認めた担保 

３ 前項第２号の担保の価値は、その保証する金額とする。  

４ 第４条第３項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。  

５ 契約保証金（契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。） 

 は、契約を履行したときに、これを還付する。  

６ 契約を締結した者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金（契約保証 

 金の納付に代えて提供された担保を含む。）は、企業団に帰属する。  

 

（契約保証金の免除申請） 

第１３条 落札者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場 
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 合においては、契約保証金納付の免除を申請することができる。  

（１） 保険会社との間に企業団を被保険者とする定額てん補条件特約付履行保証 

   保険契約を締結したとき。 

（２） 契約者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。 

（３） 過去２年の間に国（公団含む）又は地方公共団体とその種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実

に履行した者についてそのものが契約を履行しないこととなる恐れがない

と認められるとき。 

２ 前項の申請をしようとするときは、契約保証金免除申請書に各履行保証保険証 

 券等又は証明書を添付しなければならない。 

 

（契約書等の提出） 

第１４条 契約書を作成する場合においては、落札者は、企業長から交付された契 

 約書の案に記名押印し、落札決定の翌日から起算して７日以内に、これを企業長 

 に提出しなければならない。ただし、企業長の書面による承諾を得て、この期間 

 を延長することができる。 

２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効

力を失う。  

３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書 

 その他これに準ずる書面を企業長に提出しなければならない。ただし、企業長が 

 その必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。  

 

（契約書の部数） 

第１５条 落札者は、契約書を２通契約担当者等に提出しなければならない。  

 

（異議の申し立て） 

第１６条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現

場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 


